
ボクの音楽武者修行
 

指揮者の小澤征爾さんがかかれた本です。

最初に手に取ったのがいつだったかはもはや忘れてしまいましたが、それから本当に何度もくり返し読んでいます。
お風呂でも読むのでぼろぼろになり、何冊も買いかえて今に至ります。

先日、何十度目かにこの本を読み返した時に、この本が昭和５５年に出版された本だということに気がつきました（僕の産まれる前の話だっ
たのか！）。
小澤さんの年齢を考えると当たり前の話なのですが、本当に驚きました。
内容も語り口もまったく古びていませんし、この本の中の小澤征爾さんは、そのまま現在の小澤征爾さんにつながります。

幼稚園時代に、右手と左手を別々に動かすことができず、駄々をこねてエレクトーン教室をやめたくらい音楽的素養のない僕ですが、この
本を読むたびに、この小澤青年と同じように、竹内青年も、清々しく元気に毎日を過ごさなければもったいないなと、前向きな気持ちにさ
せてもらっています。

弁護士　竹内　和正
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水上運動会
某会社の運動会の応援に駆り出され、戸田漕艇場に行きました。
その会社の運動会とは、レガッタ・レースなのです。

レガッタを見るのは初めてで、豪快な掛け声に合わせて一斉に漕いでいく姿を見て、知らない人たちでも応援してしまいました。

爽快な運動会です。

 

弁護士　谷川　生子
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サクラサイト被害対策協議会＠札幌
去る５月１４日にサクラサイト被害対策協議会が札幌で開催され、出席しました。
サクラサイト被害とは、いわゆる出会い系サイトや副業サイト、占いサイトによる詐欺的商法の被害です。

今回の札幌での協議会では全国の弁護士からサクラサイト被害に関する裁判の報告がなされましたが、
特に電子マネーによるサクラライト被害の研究や、占いサイトの被害回復の裁判について刺激を受けました。

この種のサクラサイトの被害の撲滅のために引き続き頑張ろうと思います。

 

 

弁護士　月岡　朗
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その日、子どもらは正義について考える。
ゴールデンウィークの中日に、大人５人、子ども１０人という大所帯で、武蔵国分寺公園に行ってきました。
武蔵国分寺公園は、ただただ緑が多い、だだっ広い公園です。
大人たちは、木陰にシートを敷いて、のんびりし、子どもたちは、木登りをしたり、バーベキューごっこをしたりと好き勝手に遊んでおり
ました。

そこでママさんから話を聞いていて、一つ勉強になったのが、子どもたちが、喧嘩をしていても、暴力を振るったり、暴言を吐いていない
限り、大人は介入しないほうがいいということです。すぐに仲裁に入ってしまうと喧嘩の終わらせ方を自分で考えなくなってしまう。なる
ほど…、たしかに一理ある。

そこで、その日は、子どもたちの喧嘩にあまり介入しないでいました。
そうすると、子どもたち自身で遊ぶ順番を決めたり、年長さんが年少さんに譲ってあげたりし、わりと上手くやるようになりました。
子どもたちのなかで一定のルールが合意されたようです。
人はこうやって社会を創っていくのでしょうか。子どもたちが逞しく見えました。
まぁ、それでも、途中、大人が叱ったりもしましたが。笑

その日は、一日中、空の下で走り回っていたため、子どもたちは、家に帰る前に、車の中で寝てしまいました。
寝顔も満足そうでしたので、行って良かったなと思います。

 

弁護士　黒澤　瑞希

 

見えない川をたどる
ここ埼玉総合法律事務所から、遊歩道を南へ5分ほど歩くと、さいたま市立岸町小学校がある。母校である。地域の地理や歴史を学ぶ授業
で、遊歩道と校庭の真下を川が流れていることを教えてもらった。その後、学校の真下を流れる見えない川の不思議な姿は記憶の奥底に沈
殿していた。

いつの間にか時が経った。「ハァッロー　ハロー　お元気？今夜　なにしてるの？TVなんか　見てないで　どこかへ　一緒に行こう」と
井上陽水がテーマソングを歌うＮＨＫのブラタモリのファンになった。何気ない光景の向こうに自然の営みや歴史が隠れている。暗渠（あ
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んきょ）や段差や縁（へり）から見えないものが見えてくる。暗渠（あんきょ）とは、地下や蓋の下の暗いところを流れている見えない水
路のことである。地図とコンパスを持ち、小さな谷の分岐を探す沢登りのわくわく感ともどこか似ている。

ＪＲ埼京線の武蔵浦和駅の東側を笹目川が流れている。以前に比べると、随分と浄化され、今は、アオサギなどを見かけるようになった。
川の流れは南下し戸田の戸田漕艇場付近で荒川に合流する。逆に、北上して遡ると、国道17号と交わる地点で、川の流れが姿を消す。

川の上流方向には遊歩道がある。長年、ただ通り過ぎるだけの場所だっ
たが、ある日、暗渠だと気付いた。そして、小学生のころの遠い記憶が
蘇った。見えない川の痕跡を探す。この遊歩道は白幡緑道と名付けられ、
北へたどると、「中央排水路」と刻まれた古いコンクリートがひっそり
と草に埋もれていた。

遊歩道は、右手の白幡沼を過ぎ、岸町小学校に突き当たる。
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校門の左右に急な坂があり、小学校がＶ字の谷の底にあり、そこに川が
あることを物語っている。小学校の校庭を抜けると、遊歩道は岸町緑道
と名前を変える。

岸町緑道は、浦和駅周辺の耕地整理に伴って完成した岸町西大排水路が暗渠化されたものらしい。岸町緑道が終わると、車道の右に蓋暗渠
が続く。左には、さいたま拘置支所の崖があり、古そうな石垣が残っている。

以前は浦和監獄（刑務所）があり（地図は明治15年頃。「歴史的農業環境閲覧システム」より）、秩父事件で蜂起した農民も収監されて
いたらしい。
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そして、埼玉総合法律事務所前の坂下通りに合流する。坂下通りをさらに北へたどると、常盤公園（将軍家の浦和御殿跡）や井戸があり、
川が続いているのかもしれない。

魅惑されたのは私だけではない。ひと月前、北浦和駅東口、浦和高校の西を流れていたはずの天王川が姿を消していたことに気付いた。そ
して、この連休、息子と2人、時を忘れて天王川を探し暗渠を巡った。（報告は、またの機会にします。）

弁護士　猪　股　　正
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雨宮処凛さんの話
 

反貧困ネットワーク埼玉では、月に1度当事務所で定例会を実施しており、その会合の中で各分野の著名人をお招きして講演会も行ってい
ます。

昨日講演をして頂いたのは、作家で活動家の雨宮処凛さんでした。

雨宮さんによれば、反貧困活動を行って10年ほどになりますが、貧困の見える化にはある程度成功したものの、貧困率や非正規雇用の割
合などはむしろ悪化しており、改善はしていないとのことでした。
ですが、東日本大震災と福島の原発事故以降、普通の人々が社会への不満をデモなどの形で行動に移すようになってきており、さらに、シー
ルズやエクタスといった若者のグループが自分たちの言葉で社会を変えようとしているところに希望を見ているということでした。

雨宮さんの理想は、「お金のことで自殺しない」、「過労で死なない」という最低限のことですが、「その程度のショボいこと」ですら達
成できていない現状を何とか変えたいという気持ちに私も含めて聞いている皆さんが共感したと思います。

次回の反貧困ネットワーク埼玉の講演は、シングルマザー支援で著名な赤石千衣子さんです。5月26日(木)18:30から当事務所3
階で行いますのでみなさま是非ご参加下さい！

弁護士　鴨田譲
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骨折
 

家事に追われて、バタバタと忙しく家の中を走り回っていたところ、
家具の端に足の小指を激突させてしまいました。
 

１日目、とても腫れて小指が芋虫みたいになりました。
２日目、小指が紫いもみたいな色になりました。
３日目、痛みが治まらず、レントゲンを撮ってもらいに医者に行きました。
 

生まれて初めての骨折。
ズレていないので、何も処置せず、治りを待つのが良いそうです。
 

しばらくは、ゆっくり過ごします。春の訪れを感じながら。
 

弁護士 南木 ゆう
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春の夢
 
 

春眠不覚暁（しゅんみんあかつきをおぼえず）
処処聞啼鳥（しょしょていちょうをきく）
夜来風雨声（やらいふううのこえ）

花落知多少（はなおつることしるたしょうぞ）

数日前から何年かぶりに風邪をこじらせ、満開の夜桜を楽しむこともできず、うつらうつらして仕事のことを考えていると、あらゆる問題
を一挙に解決できる画期的なアイディアが頭に浮かびました。

大変な特許かノーベル賞ものかなどのチンケな内容ではなく、人類の諍いの元を絶つ永遠の無害エネルギーを造りだし、命の源を守る、そ
んな発明・発見です。

早速論文を書くべくアイディアの整理をしようと準備を始めたら目が覚めました。
さて、その内容は何だったのでしょう。思い出したらいつか報告ができるかも。

 

弁護士　梶山　敏雄
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映画「日本と原発　４年後」を観て
 
  弁護士が作成したドキュメンタリー映画という事で、期待せずに観に行きましたが、もう一度観たいと思うほど、とても良かったです。
  たくさんの人に観てもらいたいと思いました。
 
  広範囲な原発問題を、原発訴訟の様子や、被災者や有識者へのインタビューを交えながら、図解等によりわかりやすく説明をしてもら
いました。
  とても勉強になり、知識が得られたと思います。
  出演している弁護士の河合弘之先生がとてもチャーミングなキャラクターなので、堅苦しい様子は全くありませんでした。
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  今も苦しみ続けている被災者の話や、放射能に汚染されて人が住めなくなった町の様子は、とても切ない気持ちになりました。
  対して国は、無責任な考えで原発の再稼働を進めている事実には呆れてしまいました。
 
  この映画をたくさんの人が観て、１人１人の問題意識が高まり、原発が無くなればいいと思いました。
 
 
事務局　Ｙ
 
 

 
 

ある行政訴訟
 

私と南木弁護士が取り組んだ厚労省相手の訴訟。かなり長期の訴訟でしたが、勝訴しました。依頼者は重篤なうつ病。うつ病の場合にも、
重い場合には国民年金の障害年金の支給を受けることができます。この方はご夫婦で収入もままならない中、夫婦で支え合って生きてきま
した。
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　ある時市役所の係の人からこの制度があることを知り、申請をしました。この制度では、申請した日以降の年金だけでなく、初診日から
１年半経過した日以降の分も受けられます。すなわち、申請した日から過去にさかのぼって受給できるのです。
この制度は、憲法に定められた社会保障の制度のひとつとして位置づけられています。そうなれば、申請する人の立場に立って審査して欲
しいところですが、申請日以降の支給は認められたものの、申請日からさかのぼって支給することは拒否されてしまいました。その原因は、
主治医意見書に書かれた、かつての主治医の医師の不用意な記載でした。しかし、その記載があっても全体を通じてみれば、以前から重症
だったことの予想は成り立つのに、お役所はその元主治医の僅かな記載を根拠に慎重な調査など一切することなく、拒絶しました。

訴訟では、依頼者さんの病状について医学的な証明を重ねると共に、あたかも間違い探しのように申請者の不利な所を探し回り、ひとつで
も見つけると特に調査も行うことなく切り捨てる国の姿勢を厳しく批判をしました。

長期にわたった訴訟でしたが、裁判所は基本的にこちらの主張を受け容れ、法廷でのご本人たちの証言を丁寧に聞き遂げてくれて、この度、
勝訴判決を得ることができた次第です。その後、国側も控訴することなく確定しました。

　社会保障の制度であってもこれを運用する人次第で社会保障の役割を果たすかどうかは変わります。人間の想像力や感性が問われた訴訟
でした。

 

弁護士　牧野　丘
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